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様式第1－1号

書支出証拠

(今派楽．篝邑氏楽 自民改革会議・植田 徹 ）

一一一

整理番号 1-1-7-1

経費項目 識蔓形讃.,修費噸醗費蕊蹴鞠鋤費.会議費･資料'繍蹟･割糖入費･事務費醗･人件費

内 容 事務所土地賃貸料（7月分）

年月 日 令和7年7月1日～令和7年7月31 金 額 50,000円

目的

使途
一

政務活動・

県政との

関連性

ー

く領収書貼付枠＞

年額120万円のため月額100,000円×1/2=50,000円

領収証原本は令和7年1-1-4-1に添付

案分の理由

私用と1/2按分のため

領収書金額(a)

100,000円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

50,000円



様式第1－1号

）

聿冒

支出 証 拠

自民改革会議・植田 徹 ）(今派桑・議員氏名

」

ｊ
ｑ
■
４

＝吟午‘

7）7ヶ顔

経費項目 識霞卵讃.研修費.鰯鉱籟.霧赫誇蕊籟･会議･資糾鰔費鮮購入費事務費“･人件費

内 容 事務所土地賃貸料（4月分）

年月 日 令和7年4月1日～令和7年4月30日 金 額 50,000円

目的 I
一

使途 一

政務活動

県政との

関連性

●

一

a×b)

100,000円

1／2

50％ 50,000円



様式第1－1号
整理番号 1-1-7-2

聿冒

支 出 証 拠

議員E

３
－
４

１

．’

経費項目 識形讃.研修費･広聴広報費･露調識鱸･会議･鐸昨鑛･資瀧艤入費･事務費⑳人件費

内 容 電気料金（6月分）

年月 日 令和7 年 9月／シ日 金 額 5,488円

目 的
一

使 途
－

政務活動．

県政との

関連性

－

＞領収書貼付枠く

2,177円

8,800円

2剛

30A

2,177円十8,800円＝10,977円

領収金繰10,977円×1/2=5,488円

I
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案分の理由

私用と1/2按分のため

領収書金額(a)

10,977円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

5,488円
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i(サービス名称／
i加入・切り替え

1日）

各種ご照会．お申込みには会員番号が必要となりますので、お手元にカードをご用意の上、お問い合わせください。
お客様の個人情報保護のため、口座番号の下3桁を表示しておりません。

※口座振替令融機関の口座残高のご確認をお願いいたしま魂
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お支払日が8月の明細については、6月16日～7月15日のご利用分となりま式 ；⑲ ■ ■ ■

※上記明細の見方は、【ご利用明細のご鋭明】をご覧ください。

※「ドコモご利用料金・ドコモケータイ払い等」の概要に記戟のある「8月分」とは、7月1日～7月末のドコモ携帯電話およびドコモケータイ払い等のご利用分となりま夷
※翌月一括払いを除き、商品の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合や、役務の未提供などを理由にお支払いを止めることができる場合がありますもく,」 .. ､.

※ご利用内訳明細におけるキャッシングのご利用については、ご利用金額が貸付けの金額を示していま説
※キャッシングのご返済に係る「貸付の利率や残存債務額等」の情報は、明細毎のボタンを押下いただくと表示されま式
※換算レートは小数点以下第2位以降も使用した計算をしておりますので、ご利用代金明細書に記載のレートで計算した場合、ご請求金額と一致しない場合がございま魂
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株式会社NT1~ドコモ東京都千代田区永田町2丁目ユュ番ユ号登録番号関東財務局長第01421号



様式第1－1号
窪番号 1 1-1-7-3

聿冒

支出証拠

(今派楽．議員氏名 白民改革会議・植田 徹 ）

】一一

経費項目 鋤･研修費･広聴噸費･鶏赫鞠鋤費･会議費･齢H鰔費割糖入費･事務費･調弼漬.人件費

内 容 県庁にて調査研究

年月 日 令和7年7月2．14．18日 金 額 8,760円

目的 下記のとおり調査研究

使途 交通費(JR新幹線当日券）

政務活動．

県政との

関連性

県事業の内容や進捗状況を確認し、政策提言に活かすb

く領収書貼卜解＞

7月2日→2,920円→スポーツ文化観光部・繕斉産業部

7月14日→2,920円→交通蓋望誇邦

7月18日→2,920円一経済産業部

領収書別添付

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

8,760円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

8,760円
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聿冒

領 収

匙観 しおをI

I

印紙税申告納

付につき名古屋中村

税務署承認済
I

「消費税等込み･10%」

道株式会社 “

上言
1
1

1

‘ 登録番号:T3180001031569

ご利用いただきま:してありがとうございます
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様

印紙税申告納

付につき名古屋中村

税務署承認済

東海旅客鉄道株式会社
登録番号:T3180001031569

ありがとうございますご利用いただきまして

X蝿、絶慣辮

金 額

百万

〆
千

』 グ ユ

円

グ

金 額

百万

帥 2

千

9 Z 0

円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

議・植田 傭議員氏堰

整理番号

経費項目 ･研修費

内 容 富士山観光ビューロー年会費

年月 日 令和7年7月4日 金 額 10,000円

会の趣旨．

目 的
別添定款の一部写しのとおり

会の活動

内容等
別添定款の一部写しのとおり

政務活動．

県政との

関連性

富士山観光は県政の重要な課題

く領収書貼付枠＞

令和7年4月～令和8年3月 12ケ月分充当

※添付書類:団体の会則.事業概要.塵而励（定款の一部写し）

案分の理由

政務活動に資する団体会

費のため、全額充当する

領収書金額(a)

10,000円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

k.10,000円
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会費納入依頼書兼領収書 178
一般社団法人富士山観光交流ビューロー

植田徹様 領
収\10,000-

但 令和7年度会費

上記の通り領収いたしました 聿冒

静岡県富士市川成島654-10
一般社団法人
富士山観光交流ビユー

理事長浅見

電話0545-64-3776

ノ舎台．7.チ小

令和7年7月1日

令和7年8月31日

印又は受領印なきものは無効

請求日

納入期限

霞調

収納機関出納印

鯵 ー

、 a
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富観ビ第18－1

令和7年7月1

ロ
言
ｐ
Ｈ

一般社団法人

富士山観光交流ビューロー会員様
一般社団法人

富士山観光交流ビューロー

理事長 浅見祐司

令和7年度会費納入について（お願い）

時下、皆様におかれましては、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より、当ビューローの運営には多大なる御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、過日開催された令和7年度一般社団法人富士山観光交流ビューロー定期総会におきまし

て、全ての議案を御承認いただきました。

つきましては、本年度の会費として、下記のとおり御納入くださいますようお願い申し上げま

す。

記

1口10,000円1口以上

1口10,000円2口以上

※会費は不課税です

頑会員

特別会員

1．金 額

2．振込口座 金融機関 富士信用金庫田子浦支店

口座番号普通預金虹蕊登垂騨(会費専用口座）
名 義 一般社団法人富士山観光交流ビューロー

理事長 浅見祐司

※口座相違が見受けられます。今一度口座番号の確認をお願いします。

3．納入期限 令和7年8月31日（日）

※誠に恐縮に存じますが、富士信用金庫（納付書による）以外の金融機関からの
お振込み手数料は､ご負担くださいますようお願い致します。

一般社団法人富士山観光交流ビューロー
〒416-0939富士市川成島654-10

TELO545-64-3776FAXO545-62-0464

担当:a ■■■■
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一般社団法人富士山観光交流ビューロー定款

第ユ章総則

一般社団法人

富士山観光交流ビユ
暢称）

第1条豐\人は､一般社団法人富士山観光交流ﾋｭｰﾛｰと称する。
第2条当法人は、主たる事務所を静岡県富士市川成島654番地の10に置く。
鱈務所）

2当法人は､理事会の羅決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができ

－－口惨一

る。

第8条当法人は、富士山に代表される、富士市及び周辺地域の観光交流資源を
（目的）

活用し､多様な主体の連携のもと、観光交流､物産振興及びｺﾝﾍﾝｼｮﾝに
関する事業を推進することによって、地域の経済発展や文化振興､相互理解の
促進に寄与し､『住んでよし､訪れてよし｣の地域実現の一助となることを目的
とする。

（琴）

第4条当法人は､前条の目的に資するため、欲の事業を行う。
（1）地域セールス活動及び誘客活動
（2）地域の観光交流情報の収集､整理及び発信
（3）観光交流受け入れ態勢の整備､観光交流商&造成及びﾑﾎｵ育成
（4）会譲.大会等のコンペンションの誘致促進及び受け入れ態勢の整備
（5）観光交流の効果的な推進のための基盤整備
（6）旅行業法に基づく旅行業
（7）前各号に掲げる事業に附帯し又は関連する専業

（公告）

第5条当法人の公告の方法は、電子公告とする。
2やむを得ない事由等により、電子公告によることができない場合は、静岡市
において発行する静岡新聞に掲載する方法による。

平成23年10月1日

1

第10条会員は､孜の各号のいずれかに該当するときは､その資格を喪失し､退
（資格の喪失）

社する。

（1）退会したとき。
（2）後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。
（3）死亡し、若しくは失暁宣告を受け、又は会員である団体が解散もしくは

消滅したとき。

（4）2年以上会費を滞納したとき、又は期限を定めて督促しても支払わない
とき。

（5）除名されたときp
（6）総会員の同意があったとき。

事のほか、理事会及び監事

圏
法
設
当
。

函
条
懲

礫
識
を その機関として、社員絵会及び理当法人は、

第2章会員

（会員の種別）

第7条当法人の会員は、次の3種とする。
（1）正会員当法人の目的に賛同して入会じた個人又は団体
（2）特別会員当法人の目的に賛同して入会した地方公共団体又は市町村観
光・経済関連団体
（3）名誉会員当法人に功労があったもの又は学淑経験者で総会において推薦
2会員は､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日
されたもの

号外法律第48号以下『法人法jという）上の社員とする。
3会員の権利等については､別表1に定めるところによる°

第11条会員が退会しようとするときは、理事会の決議を経て、理事会がBIjに
（退会）

定める退会届を理事長lこ提出して、いつでも退会（以下「退社』という）する
2前項の退会届は、退会の効力発生日のlか月前までに、当法人に対して提出
ことができる。

するものとする。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。
3退社しようとする者は、所定の誌務を完了しなければならない。

第8条正会員又は特別会員になろうとする個人又は団体は、理事会が別に定め
い会）

る入会申込書により、申し込まなければならない。
2入会は、理事会の承認を得なければならない｡
3団体たる会員にあっては、団体の代表者として当法人に対してその権利を行
使する者ユ名（以下『指定代表者）という）を定め、理亭会に届け出なければ
4第1項の入会申込書の記戟事項の変更又は指定代表者に変更があった場合は、
ならない。

速やかに別に定める変更届を理事会に提出しなければならない。
5名誉会員に推された者は､本人の承誇をもって会員になるものとする。

第12条会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員及
（除名）

ぴ儲1｣会員の総数の3分の2以上の議決によりこれを除名することができる。
（1）当法人の定款、規則又は総会の髄決に違反したとき。
（2）当法人の名誉を穀損し、又は、当法人の設立の趣旨に反する行為をした
2前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の雛決を行う総会に

とき。

おいて、その会員に弁明の撰会を与えなければならない。

鯉出金品の不返還）
第13条一旦納入した会菱その他の拠出金品は、返還しない。

第9条会員は、当法人の目的を達するために会賓を納付しなければならない。
（会費）

ただし、名誉会員及び理事会の決議を経て理事会が別に定める正会員又は特別
会員については会受の納付を免除することができる。
2会費の額および徴収方法は､総会の議決を経て、理事会が別に定める。
9会我は、法人法上の経餐とする°

３

２
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(総会の謬り及び開催） ’
第17条当法人の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。2定撚総会は､毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、毎年1回開催する。
3臨時総会は、孜の各号のしざれかに該当する場合に開催する。
（1）理事会が必要と認め、招集の諭求をしたとき。（2）正会員等の総数の5分のユ以上から会議の目的である事項及び招集の理

由を記載した書面により招集の請求があったとき。
（3）第25条第5項第4号の規定により監事から招集の諸求があったとき、

又は監事が招集したとき。

第18条総会は､法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき（総会の招鍋

理事長瀧招集する。
2石集地は、当法人の主たる事藷所の所在地とする。9理事長は､前条第8項の規定による請求誤あったときは､その日から30日以

内に賎時総会を詔集しなけｵ1ばならない。4総会を招集するとき睦正会員等に対し、会織の日時､場所、目的及び審諺事項を記減した害面をもつで、開催日の7日前までに通知しなければならな
5希望する正会員等!z対しては、前項の書面をもつでする総会招集通知に代えいp

て、招集を電磁的方法により行うことｶｮできる。

第19条捨会の議長は､理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、そ醗会の議長）

の総会で議長を選出する。

蕊警騨V鶴等の"の2分の,以上の出席が…開会す．二
2総会の譲決は、この定款に別に規定するもののほか、出席した正会員等の絵
とができない。

数の過半教をもって決する。この場合において、議長は諺決I乙加わる権利を
有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。3前項の規定にかかわらず､次の決鮭は､総正会員の半数以上であって、総正
会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

（1）会員の除名
（2）監事の解任
（3）定款の変更
（4）解散

5

（会員名簿）

第ユ4条当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記城した会員晶簿を作成す
る。

2会員名簿をもって、法人法上の社員焔簿とする。
3当法人の会員に対する通知又}準告は､会員名簿に記載した住所桧員が当
法人からの通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当法人に通知した場合は、
その場所又は連絡先）に宛てて発するものとする。

第3章社員総会

(社員総会の構成及び識権）
第15条社員総会（以下総会という）は､第7条第ﾕ項に定める正会員及び特
別会員（以下「正会員等」という｡）をもって構成する。
2正会員等は､各1個の議決権を有する。

（総会の権御

第ユ6条総会は、この定款に別に規定するもののほか、当法人の運営に関する
重要な事項のうち欲に掲げる事項を確決する。
（1）入会の基準並びに会費及び入会金の金額
（2）会員の除名

（9）役員並びに会計監査人の選任及び解任
（4）役員の報酬lの額又はその規定
（5）各事業年度の決算報告
（6）定款の変更
（7）長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
（8）解散

（9）合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の餓渡
（10）理事会において総会に付議した事項
（11）前各号に定めるものの他、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事
項。

2総会は､法人法上の社員総会とする。

4

第24条理事および監事は、正会員及び特別会員(団体にあっては指定代表識（役員の選任）

の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任するこ
とを妨げない。

：麓:譲駕鰯漁識謹霞会の繧に誤っ…
中から選任する。
4理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5理事のい,ずれか1人とその親族その他特別の関係にあるものは、理事となる
6監事は、相互に親族その他A守別の関係にあるものであってはならない。
ことが出来ない。

（5）公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
（6）その他法令で定めた事項。
4理事又は監事を選任する繊案を決詮するに際しては、候補者ごとに第2項の
決誰を行わなければならない。この場合において､理率叉は監事の候補者の
合計数が第23条に定める定数を上回る場合には､過半数の賛成を得た候捕
者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することと
する。

（総会の書面表決顎
第2ユ条やむをえない理由のため総会に出席できない正会員等は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、若しくは他の正会員等を代理人
として表決を委任することができる。この場合において、前条第ﾕ項の規定の
適用については、出席したものとみなす。
2会員は、前項の書面をもってする表決又は委任に代えて、当骸表決又は委任

を電磁的方法により行うことができる。

第22条総会の瀧事については､次に掲げる事項を記載した譲事録を作成しな
（総会の駿事録）

ければならない。

（1）日時及び場所
（2）正会員等の現在数並びに会議に出席した正会員等の数及び氏名（書面表
決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること｡）

（3）審縫事項及び鮭決事項。
（4）醸事の経過の概要及びその結晶
（5）礒事録署名人の選任に関する事項。
2艤事録には、議長及びその総会において選出された滋事録署名人津署名及び
押印をしなければならない。

3議事鋒は、総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置く。

（役員の職務権Mﾛj
第25条理事長は、当法人を代表し、その業務を統括する。2副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、理事会があらか
じめ指定した順序Iこ従い、その職務を代行する。
3専務理事は､淫事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。
4常窪嘉は、当法人の業務を分担し実行する。
5監事は、次に掲げる職務を行う。
（1）理事の業務執行の状況を監査すること
（2）当法人の会計を監査すること
（3）会計及び業務の執行につき、理亭会並びに繕会に報告すること（4）前号の報告をするため必要があるときは、理事会若しくは総会の招集を
請求し、又は理事会若しくは総会を招集すること

第26条理事の任期は､選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
（役員の任期）

に関する定期総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2監事の任糊ば、避任後2年以内}こ終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定期総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま
4増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一
でとする。

5理事及び監事は、辞任又は任期満了により退任した場合であっても、定員を
とする。

欠くに至った堤合には、新たに選任されたものが就任するまでは、その職務を
行う権利義務を有する。

第4章役員等

（役員の設置等）
第23条当法人に次の役員を置く
（1）理事3名以上25名以内
（2）監事2名以内
2理事のうちﾕ弔を理事長､4鍋以内を副理率長とする｡
3前項に定めるもののほか、当法人に専務理事及び常務理事を腫くことができ

る。
6

7
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第5章理事会

（役員の解任）

第27条役員は、総会において、正会員及び特別会員の総数の3分の2以上の
鮭決に基づき、これを解任することができる。
2前項の規定Iこより、役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う縫会
において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

（理事会の栫飼
第31条理事会は、全ての遅事をもって構成する。

第32条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、孜に掲げる事項を決誰
鯉事会の権能）

する。

(1)総会に付F嫁-べき事項
（2）当法人の業務執行に関する事項
（3）淫事の職務執行の監督に関する事項
(4)理事長、副理事長専務理事、常務理事の選定及び解職に関する事項

礪問）

第28条当法人に､顧問5人以内を置くことができる。
2顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、総会において選任の決議を
受ける。

3顧問は、理事長の詫間に応じ意見を述ぺ、又は会議に出席して意見を述べる
ことができる．

4顧問については、第26条1項及び前条の規定を準用する。この場合にお
し､て､第26条ユ項中「理事」とあるのは「顧問」と、前条中「役員』とある
のは｢顧問」と蔵み替えるものとする。

（理事会の識Ⅱ及び開催）
第33条理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3臨時理事会は、孜の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
（1）理事長が必要と認めたとき。
（2）理事長以外の理事から会融の目的である事項を記載した書面をもって理

事長に招集の請求があったとき、又は理事が招集したとき。
（8）第25条第5項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき、

または監事が招集したとき。

第29条役員及び顧問は、無絵とする。ただし、常勤の役員については有給と
(WI)

することができ、その報酬､賞与その他の職務執行の対価として当法人から受
ける財産上の利益（以下『報酬等』という）は、総会の決議をもって定める。
2役員及び顧問には費用を弁償することができる。
日前2項の規定の適用に関し必要な事項は､理事会の鮭決を経て、理事長が別
に定める。

姪亭会の招鐵

第34条理事会は､第25条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を
除き、淫事長が招集する。
2理事長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による藷求があったときは、

その日から14日以内に臨時理事会を招集したければならない。
3理事会を招集するときは､理事及び監事に対し､会詮の日時､場所、目的お

よび審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなけれ
ぼならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた
方法により通知することができる。

4理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、第25条第2項を軍用

(理事の利益相反）

第30条理事が次の取引をしようとする場合には、社員緯会において、その取
引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
（1）自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
（2）自己又は第三者のためにする当法人との取引
（3）当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間にお
ける当法人と、その理事との利益が相反する取引

する。

裳貴，鶏の識長臓､…がこれに雪たる。
9

8

陣業報告及び決算）
第41条理事長は、毎事業年度終了後、当法人の事業報告及び決算について、
次に掲げる書類及び第1号から第3号までに掲げる書類の付属明細書を作成し
なければならない。

（1）事業報告
（2）貸借対照表
（3）損益計算書
（4）財産目録

2理事長は、前項の書類を作成したときは、監事の監査を受けた上で理事会の
承認を経て総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号
から第4号までの審類については承認を受けなければならない。
3前項の書類及びその付属明細書は、当法人の主たる事務所にユ0年間備え置
くものとする。

（剰余金の不配当）
第42条剰余金の配当は行わないものとする。
（残余財産の帰属）
第43条当法人が解散し、清算した結果残余財産がある場合は、その残余財産
は、吹のいずれかに贈与するものとする。
（ユ〉当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人
（2）公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する「公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律j第49号第5条第エ7号ｲからトまで
に掲げる法人

（3）国若しくは地方公共団体

(定足数等に関する規定の準用）
第36条淫事会については、第20条から第22条までの規定を準用する。こ
の場合において、これらの規定中｢総会｣とあるのは｢理事会｣と、i正会員等｣と
あるのは｢理事jと蔑み替えるものとする。

倭員会）

第37条理事長は、当法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認める
ときは、理事会の決議を経て委員会を置くことができる。
2委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第6章基金

（基金の創調
第38条当法人は､基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3基金の拠出者は前項の期日までその返還を鯖求することはできない。
4基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所､返還の方法その他の
必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章計算

第39条当法人の事業竿度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期と
(事業年度）

する。

檸業計画及び収支予算）
第40条理事長は毎事業年度開始日の前日までに事業計画及び収支計算を作成
しなければならない。
2理事長は前項の規定により事業計画及び収支予算を作成したときは理事会の
決議を経てその後最初に招集される総会において承麗を得なければならない。
これを変更する場合も同様とする。
3前項の規定にかかわらず、総会の承認を得ることができないときは、理事長
は､総会の承認を得られるまで､前年度の予算に準じて収入又は支出をするこ
4前項の収入及び支出については、その塞業年度の収支予算案の承認を得る総
とができる。

会においてその承認を得なければならず、また、新たに成立した予算の収入支
出とみなす。

ユ0

第8章事務局

(事務局の設置）
第44条当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2事務局には事務局長の他必要な恥員を置く。
3事務局長は、当法人の事浩を統括する
4事務局職員は、事務局長の指揮を受け、当法人の事務を処唾する。
5事務局の職員は、理事長が任免する。
6前項に規定するもののほか事務局及び職員に関して必要な事項は、理事会の
決識を経て、理事長が別に定める。

11



／‐／‐7‐>ム
（特別利益の禁止）

第49条当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員
若し<掴正会員又はこれらのものの親族に対し、施設の利用、金銭の貸付、資
産の駿渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関し
て特別の利益を与えることができない。

（備付け帳簿及び書類）
第45条主たる事務所には、孜に掲げる書類及び帳簿を備えて置かなければな
らない。

（1）定款

（2）会員名簿及び会員の異動に関する書類
（3）理事、監事及び顧問の名簿
（4）事業計画及び予算に関まる書類
（5）事業報告及び決算に関する書類
（6）定款に定める椴関の詫事に関する書類
（7）理事、監事及び顧問の履歴書
（8）職員の名簿及び履歴書
（9）その他必要な書類
2前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供

しなければならない。

（最初の事業年度）

第50条当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成24年3月3ユ
日までとする。

別

対応
到入情報の保譲に閨する温手』セと即缶

第9章定款の変更及び解散

（定款の変更）

第46条この定款は､総会において総正会員等の半数以上であって総正会員等
の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

（組織の解散）

第47条当法人の解散については法人法第ユ48条第1号､第2号及び第4号
から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総会員等の半数以上
であって、総会員等の誰決権の3分の2以上に当たる多敷の決議により解散す
ることが出来る。

第10章補則

(委倒

第48条この定款に規定するもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、
理事会の決議により別に定める。

鵡

12



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名自民改革会議・植田徹）

1-1-7-5

経費項目 識蹄讃･研修費･I輔広報費･蕊辮鞠鱸･会議費･資料臓蹟･鮮艤蹟⑳事諦i費･入件費

内容 事務用品費（切手）

年月日 令和7年7月7日 金額 555円

目的

使途 一

政務活動

県政との

関連性

●

ー

＞占付枠謹領収く

555円1,100円×‘1/2＝
・・抄:
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案分の理由

私用と1/2按分のため

領収書金額(a)

1,1!10円

案分率(b)

1／2

50%

政務活動費支出額(a×b)

555円



様式第 1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名 自 徹）植田民改革会議月分】【
●

7
一一

く領収書貼付枠＞

土屋燃料(槻 富士市厚原字道下22-1
7月9日6,043円

一く

マルネン（槻 山梨具南アルプ市百々1841-5
7月27日5,592円

口
6,043円十5,592=11,635円×1/2=5,817円

‐=一

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総君子協鴎隆C=B一A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行隣難GKm）
※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離(m)/総走行距離（上記C)(m)
､春当K月麿室II,Q､IF]-ス奉令･"l1V妻今舘（円）×充当限麿割合

経費項目 走行距離(km) 積算方法※ 充当額（円）

事務費 円× km/ km 5,817円

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名 植田 徹

案分の理由

私用と1/2 按分のため

領収書金額(a)

11,635円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

5,817円
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特別P

今回計

利用dﾎﾟｲﾝﾄ

利用可能dﾎﾟｲﾝﾄ

今回ポイ．ソトが反映され

お時間を頂く場合がござ
※本書保管上のお願い！

きます。

ご謬齢､たします。
消費税には、地方消費税が含まれています。

マルネン 株式会社
セルフ白根SS
山梨県 南アルプス市
百々1841－5
TEL:055-285-2177 SS-024006
登録番号:T2010001101604

認蕪｡、
ﾚｼｰﾄNo

ﾃﾞｰﾀNoO
ｸﾚ通番1
09qセルノh根 2025/07!

時間を頂く場合がございます。

本番保管上のお願い11

ﾖ柿・謂脹等にはさんで保管頂く

場合は、印刷面を内側に折り保管

をお願い致します。
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毎月15日はTポ

No.7441 担当

POS番号01.

2025/07/09



様式第1－1号

書支 出 証拠

議員氏堰

整理番号 1-1-7-7

経費項目 調査鵬蹟.研鑑･1蛎広報費.霧識艤漉績.会議費.資湘噴.資瀧騰入費･事務費緬人件費

内 容 ガス料金（7月分）

年月 日 令和7 年 3月 （ン日 金 額 539円

目 的
－

使 途
ー

●

銅》》 ー

く領収琴占付枠＞

領収金額1,078円×1/2＝539円

|通帳の写しは、
’

1-1-γ--Lに添付

案分の理由

私用と1/2按分のため

領収書金額(a) 、

1,078円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

539円



様式第1－1号

睾冒

支 出 証 拠

議員氏采

整理番号 1-1-7-8

経費項目 誌職費珊惨費卿鱸轤蕊舗欝鱸会請難M鰔震 資"費 蘂費･票繍績⑬
内 容 事務員雇用

年月 日 令和7年7月1日～令和7年7月31日 金 額 210,000円

目 的 政務活動を補助する職員を雇用

使 途 7月分給与

政務活動

県政との

関連性

●

く領収書貼付枠＞

合計216,750円であるが、会派内規により隅套額210,000円を充当する。

領収書は別添付

〃

･2名固定

領収書金額(a)

210,000円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

210,000円
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給与支払明細書
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１
１
１
‐
１
１
１
１

給与支払明細書

令和7年7月分

’
１
０
１
１
１
‐
１
１
‐
‐
１
１
ト
ー
‐
１
１
，
１
１
１
１
１
‐
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

－
１
１
！
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
，
１
１
１
１
’
１
１
１
‐
‐
１
１
１
‐
・
‐
１
１
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
１
ｌ
’
‐
ｌ

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
Ｉ

給与支払明細書

令和7年7月分 42.5時間×1,100円=46,750円

氏名 給与
手 当

手当 手当 手当計

支給額

合計

控 除

社保 密糯＋

雪
》 受領印

■■■■ 85,咽
85,咽

■■■

氏名 給与

手 当

手当 手当 手当計

》
詞 控 除

社保 幽除計

差引

控除額
受領印

■■■■■■■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■
85,”0 85,皿

氏名 給与

手 当

手当 手当 手当計

認
識 控 除

社保 控除計

差引

控除額
受翻］

■■■■ 46,750
46,750



様式第1－1号

書支 出 証 拠

議員氏采会派曜

３
－
４

砺
一

胴

。詞111

整理番号 1-1-7-9

経費項目 諦鼎形蹟･研修費･瑚就報費・癖蹴鞠鋤費･会議･資料鰔費･趣･事務費･謡弼漬･人件費

内 容 新聞購読(令和7年7月分）

年月 日 令和7年7月1日～令和7年7月31日 金 額 5,102円

目的 県政に関わる情報収集

使途 7月分購諦｝

政務活動

県政との

関連性

●

県政に関わる情報を収集し、政策や質問の参考にする

く領収書貼付枠＞

安倍新聞店7月分5,102（8月1日引き落とし）

◎

静岡新聞セット 3,300円

ふじニュース 980円

岳廓朝日富士版 822円

案分の理由

すべて政務活動に

係るもの

領収書金額(a)

5,102円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

5,102円



様式第1－1号

聿冒

支 出 証 拠

整理番号 1－1－7－10

経費項目 司箔弼讃･W修費･1蛎蝿費･要諦瀞轆轤･会議･資1sII鱸･資1s購入費唖霞翻讃･人件費

内 容 電話料金（7月請求分）

年月 日 令和7年8月12日 金 額 6,234円

目 的 ー

使途
ー

関連性

ー

く領収書貼付枠＞

支払先NTTファイナンス 29,772円のうち

ﾄｺﾓ使用料■■■■■■■
（3,480円十1,730円）×1.10=5,731円

光電詔吏用料 6,733円

5,731円十6,738円=12,469円

12,469円×1/2＝6,234円

1

1

明細書別添付

通帳の写しは、1-1‐7‐-＞に添付

案分の理由

私用と1/2按分のため

領収書金額(a)

12,469円

案分率(b)

1／2

％

一F_奉苛 手L…÷ロ10… ' 、〃1、

6,234円



⑨NTTﾌｧｲﾅﾝｽ

厩關釜あ三雲両一一一二二二二二二二］

－

下記、ご利用料金を口座振替により領収いたしました。
Thpfnlln■in口角､､Ⅱntw2gtranBferr8dfrmvouraccount

藤
NTTファイナンス株式会

※本書は電子文書です。
群前日じ｣前の戸鐇求箱穿口座振替にて沿寺*/､いの場合のみ『雷話料令竺劉今舘ⅡW訂1存完示いゎl・主す‐

お客様氏名
CUSTOMERNAME_

植田 徹
理{『G8首寺笥一Lg1､I型緬一錘寸室1－轌1.tT･●r厘圭患1亮暴に友易鰹舎があります碗

様

お客様電話番号
PHONENUMBER

■■■■■■■
■■■■■■■■■■

I

請求年月
MONTHOFISSUE

2025年7月ご請求分

ご利用金額 、“
TRANSF駅AMOUNTOFMONEY

29,772円

振替日
TRANSFERDAY

ご利用クレジット会社の規約に基づく振替日
I

ご利用クレジット会社
CREOIT”HPANY

＊＊＊＊

カード会員番号
MFM脈R則MB駅OFTHECARD

＊＊*＊

前月ご請求金額 43，627円（税込）

＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊

申 * * 申 ＊＊＊＊

ポイントのお知らせ

dポイントをより便利にご利用いただけるように、2025年7月（予定）より

dポイントクラブサイトで「dポイントを送る」機能の提供を開始いたします。

それに伴い、「ポイント共有グループ」の提供を終了いたします。 ，

詳しくはdポイントクラブサイトにてご確認ください。

＊ * ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊

お知島廿 I

【NTTファイナンスからのお知らせ】一一一一一一一一一一一一

適格請求書発行事業者名：NTTファイナンス株式会社

(登録番号：T8010401005011）

10粥対象請求額（税込) 20,743円

うち消費税等 1，885円

非対象等鯖求額 9,029円

ご請求額合計 29，772円

※各社のご利用料金・ご利用期間の詳細については、

『ご請求内訳」をご確認ください。

【NTTドコモからのお知らせ】一一一一一一一一一一一一一一一

＊＊＊電話番号毎のご利用金額（税込）＊＊＊ ・綱〆
司 匡 可 ⑦寸 画

NTTファイナンス株式会社電話料金等料金領収証
pFcF1pTnFTFIFcouMIINIcATIONCHARGES ,

請求年月
世ONTHOFISSUE

＊＊＊＊

領収金額
AHOUNTRECEIVED

＊＊*＊

振替口座
BANKACCOUNT

金融機関名
(BANK/POSTOFFICE)

口座番号
(ACCOUNT）

＊＊＊＊

＊＊＊＊



'‐／‐クー'〃

一

一》一》一》一ゞ一一一
一
一一一

一一一一一‐’一・＄’
’’一

購求年月
剛NTHOFISSUE

2025年7月ご請求分

'内訳項目 金観（円J,尊建輔
1CHARGE駅E雌DOWN

､ ；”内訳金漬(円）
．'>･私恥IMT(fENj''

鯖求内訳等鮮細
fDETAILS&'0F 剛ARGEBREAKD”）

r ,
Z

"本内訳ぱざ洛サービス提供事巣者が
ー発行したものです。

、
づ

H

j:'膠，

l■■■■■■■■■■■■■■ 寺早戸' ご利用期間（6／1～6／30）

／~‐、 ’
◇基本使用料等(計）｜

、 3,4“ ／
ノ 4,480 5Gギガライト ステップ3告3GB～5GB

j oU4■ 、壱シダ
／

4,850 内訳 5Gギガライト !

-500 内訳 みんなドコモ劃 2回線

8，口 』

-170 内駅 dカードお支払制

300 内訳 spモード利用料 ：．．

0 参考 寓謹蒲.信ご利用データ量は 3．5G 合 算

-1,000 ’ コモ光セット割
合 算

／
、
｝

◇通鯖料･通信料(計)／
I 1..730

』

ノ
30 5G．SMS通信料 6月ご利用分

、－－－
〆

／ 1,700 かけ放題オプション定額料

／
…令G d ㎡Fロ ー ーョ ■ P 寺剖

ラー◇その他ご利用料金等（計）
.． -" …-.2,-049-

300 留守番電話サービス利用料

200 あんしんセキュリティ利用料

750 ケータイ補償サービス（750円コース･）

400 あんしん遠隔サポート利用料

－380 あんしんパツクモパイル割引

50 ケータイお探しサービス利用料
合 算

f 寺

－50 ケータイお探しサービス割引料

f JL

合. 算

546 A､maz◎、 ｢ライム利用料
合 算

230 請求書発行手 料 7月請求分 合 算

2 司吾バーサル 一ビス料／基本 噂． 1番号あたり2円のご請求となります 合 算

1 電話リレーサー ビス料／基本 1番号あたり1円のご請求となります 合 算

､. q､■.P "1 ■ ■ 苧

◇決誤 サービス代金等（針）
-…‐．- ‐-.---."．．－．．7吟137

4,120q
I角 ･･､■－ ．F ■ ､q寺

d払い等（ご利用代金） 7月鯖求分

2,867 d払い等（ご利用代金／随時決済） ， 7月請求分
1
1

150 iTunes 7月購求分

◇消餐税等相当額（計）
725

725 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10帖

◇合計
15．121

15,121 合計

# ◇△

＜NTTドコモからのお知らせ＞

O継続利用期間は、6月末で 28年1か月となりました。

○ご利用料金に対する護得ポイントはdポイントクラブ
1
凸

サイトの「ポイント獲得・利用履歴」か

らご確圏ください。

f■ ■幹

！
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一一日一一、”’》｜ｌ｜喝一一’一一一日一一一△一
錆求年月

MONTHOFISSUE
2025年7月ご請求分

内訳項目 金額（円）
CHARGE駅EAKDOWN

内訳金硬（円）
h

岨OUNT＃(YEN）

鯖求内訳等詳細
f醒TATIG nE 侭里邑晶匡 便ErAKn …、

一本内訳は4客サービス提供事業者が
、

ｰ発行したも･のです。： ‘ 二

ﾛ■■■■■■■■■■■ ご利用期間（6／1～6／30）

◇基本使用料等（計）
5，700

5,200 戸建・タイプA／西

0 (参考）pIaIa利用

500 ドコモ光電話基本使用料 光電鰭番号：05 45－73－0333

◇通話料・通憧料（計）
120

120 国内通詰料 5月ご利用分

◇その他ご利用料金等（計）
306

200 ダブルチャネル

10 追加養号 契約 、

ユニバーサルサービス料／基本 番号あたり2円のご購求となります

ユニバーサルサービス料／基本（追加番号） 番号あたり2円のご講求となります

電話リレーサービス料／基本 番号あたり1円のご鯖求となります

電話リレーサービス料／基本（追加番号） 番号あたり1円のご購求となります

◇消受税等相当額（計）
612

612 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10％

／で 、
i ． ．‐ ．． “‐ ． ．．

◇合計
6,738 （ 6，738 /合計

、_､一ノ
〆 ＜NTTドコモからのお知らせ＞

O継続利用期間は、6月末で 7年4か月となりました。

Oドコモ光／戸建のご契約朔間は6月末で 1年4か月となりました。

Oご利用料金に対する褒得ポイントはdポイントクラブ サイトの「ポイント獲得・利用履歴」か

6

らご確霊ください。

1 『

中▲■▲ ▲ －q凸
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爾琴

支 出 証 拠 書

徹 ）民改革会議 ･植 田自(会派名 議員氏名●

’ 唾ノ

1-1-7-11

経費項目 調蕊職費確費･風雛熱費･鶏赫蒲鋤費･会譲･資料{鰔費･資鵜騰入緬事諦漬･人件費

内 容 政務調査費書類送料

年月 日 令和 7年7月31日 金 額 430円

目的 事務書類送料

使 途 事務書類送料

政務活動

県政との

関連性

く飼収書貼付枠＞

政務調査費書類送料

430円

領 収 証

三菫
但 一幸善印紙
上記正に領収いたしました

内 訳

税抜金額

淵背税額等（％）

内 訳

税抜金額

消背税額等（％） 登録番

迦乏旦

〃ﾌ'･ﾌ〃ナ

’’’’’一一一一一一一一一一

〒419-0202静岡県富士市久沢677=f

日本郵便株式会社

GR270025

三三三 三三三 三三三 三三三 ﾆニニニニ 三三三 三三三 三三三

垂菫琴

’’一一一一 菫三二＝
一 ＝三二＝ －二 ﾆニニニニ 二二＝二二 =＝＝二二 ニーニニニ ﾆーニーニ

案分の理由

上記のとおり

ﾏﾊ"“筋う"P

領収書金額(a)

430円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

430円
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謬里番号 I 1-1-7-12

聿冒

支 出 証 拠

一

経費項目 調劃職費研修費･広聴広轤･鶏赫鞠鐵費･会議･資糾飼潰･鮮購入費⑳事獅費･人件費

内 容 車両整備

年月 日 令和7年7月25日 金 額 19,000円

目的

使途
一

政務活動

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

政務調査活動用の車両と私用で、充当限度割合1/2を用いる。

車両整備代ｴﾝｼﾞﾝ刺ﾙ､ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ交換 38,000×1/2=19,000円

----叡戸'---..､'一･･･甸一'･’「.－､--.-管守･‘･･･;'.．-･'一'=･･,了．-､こ・・.｡．｡『･量L･･’一‐戸"--、 竃．。、.､,弓一~.~｡､.’~､~~.‘･‘‐．..‐~‐▽．‐‐.、．：． .~.~~.…‐､..、.....~~こ‐…”’ -： 一

ゞ-F_ 旨 一 二 -二 -』 ､- :（ ；: :、f； ・-． ‐ 罠 ~ ･ ﾏ

I 王"-"_ =Fl≦ 弓子 号 1二
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案分の理由

私用と1/2 按分のため

領収書金額(a)

38,000円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

19,000円




